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狂犬病は感染して発症してし
まうと有効な治療法も無く、人も
犬も100㌫助からない恐い病気で
す。年１回の予防注射を必ず行い
ましょう。

▼注射料金　１頭　3,500円
⃝�当日は料金、愛犬手帳（飼い犬や所
有者の情報、狂犬病予防注射の実施履歴な
ど記録したもの）、ハガキを持参して
ください。右記のいずれの場所
でも注射ができます。
⃝�新規登録の場合、事前に町住
民生活課で登録手続きをお願
いします。
⃝�登録犬が死亡したり、転居など
で登録内容の変更があったりし
た場合は、町住民生活課へ届け
出をしてください。

問　町住民生活課　　
（☎︎852・5112）

愛犬の登録と年１回の狂犬病予防注射を忘れずに

５月９日㈫から５月９日㈫から犬の登録と狂犬病予防注射犬の登録と狂犬病予防注射を行いますを行います
実施
月日 実　施　場　所 集　合　範　囲 実　施　時　間

5月
9日
㈫

大川多目的集会所前 大川・下樋口 9時20分～ 9時35分
旧加藤商店前 石崎・四ツ屋・曙町 9時45分～ 9時55分
谷地中公民館前 谷地中 10時00分～10時10分
西野公民館前 西　野 10時15分～10時20分
中川原公民館前 中川原・岩城町・樋口・上樋口・舘町 10時30分～10時40分
馬川交流センター前 高　崎 10時45分～11時00分
舘越旧バス停留所前 舘越・久保 11時05分～11時10分

10日
㈬

帝釈寺公民館前 帝釈寺 9時20分～ 9時25分
町村集会所前 町村・門前 9時35分～ 9時40分
ふれあいセンター前 蓬内台・小野台 9時50分～ 9時55分
中村公民館前 中村・寺庭・平ノ下 10時05分～10時10分
水沢公民館前 水　沢 10時15分～10時20分
恋地　旧佐々木スタンド前 恋地・坊井地 10時30分～10時35分
杉沢集会所前 杉沢・合地 10時45分～10時50分

11日
㈭

下山内公民館前 下山内 9時20分～ 9時25分
上山内公民館前 上山内 9時30分～ 9時35分
富津内地区公民館前 富田・黒土 9時40分～ 9時50分
台公民館前 脇乙・八田・台・御蔵下 9時55分～10時05分
高田・旧小玉商店前 高田・千日 10時15分～10時25分
中津又コミュニティ前 落　合 10時30分～10時35分

12日
㈮

旧浅見内児童館前 浅見内 9時20分～ 9時30分
湯ノ又公民館前 湯ノ又・小川口 9時40分～ 9時50分
小倉公会堂前 小　倉 10時00分～10時05分
野田公民館前 野　田 10時20分～10時30分
旧JA森山出張所前 岡本一区・二区 10時40分～10時45分
浦横町消防ポンプ置場前 浦横町 10時55分～11時05分

14日
㈰

田町・広月堂前 五城目地区 9時20分～10時15分
役場正面玄関前 五城目地区（全町） 10時25分～11時20分

愛犬に愛犬に
愛情１本愛情１本！！

山
新緑の季節を迎え、登山や山菜採

り、渓流釣りなどで入山する機会が
増えます。入山するときは次のこと
に意識して、遭難や事故を防ぎま
しょう。

❶山に入る前に
⃝１人で山に入らない。
⃝家族に行き先を告げる。
⃝天気予報を確認する。
⃝�服装は目立つ色（白やピンク）の
ものにする。

⃝�携帯電話や予備の食料、雨具、ラ
イター、ナイフなど装備をきちん
と整える。
⃝�登山計画書（登山届）を、登る山
を管轄する警察署へ提出する。
❷山に入ったら
⃝同行者と離れない。
⃝�声を掛け合い、お互いの居場所を
確認し合う。
⃝方向を見失わないようにする
⃝�早めに切り上げ、明るいうちに下
山する。

❸もし迷ってしまったら
⃝�むやみに歩き回らないで、雨風を
防ぐ場所で救助を待つ。
⃝�明るくなったら見晴らしのよい場
所に出て救助を待つ。
⃝�ヘリコプターを見つけたら、目立
つものを振って居場所を知らせ
る。
⃝�携帯電話の電源は、必要時以外こ
まめに切る。

問　町住民生活課（☎︎852・5112）

もしもの災害へ備え、緊急時の行動を確認

町総合防災訓練を
５月28日㈰に実施します
町では、５月28日㈰の「町総合防災訓練」に合わせて、訓練
を実施する町内会・自主防災組織等を募集します。各地域の実情
に合わせた災害を想定し、内容を組み立て、町と共同で訓練を実
施してみませんか。
▶募集締切　５月12日㈮
※�参加を希望する団体は、町住民生活課へご連絡ください。

問　町住民生活課（☎︎852・5112）

町内会や自主防災組織での訓練・活動に必要な消耗
品の購入や、防災マップ・パンフレット等の作成など
に「町自主防災組織等活動支援助成金」を活用するこ
とができます。助成限度額は２万円です。
昨年度は３団体が活用し、防災講話、救命講習、初
期消火訓練などの取り組みが行われました。
活用を検討する場合は、事前に町住民生活課へご相
談ください。また、防災に関する出前講座についても
随時受け付けをしております。

津波防災地域づくりに関する法律に基づき、本年３
月に、町の一部地域が「津波災害警戒区域」として県
知事から指定を受けました。津波災害警戒区域の指定
は、指定区域の範囲と「基準水位」を示して行われて
います。
津波災害警戒区域として指定された範囲は、現在公
表している「津波想定区域」と同じであり、警戒区域
指定後も建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限さ

れることはありません。
津波災害警戒区域の指定範囲と基準水位について
は、町住民生活課窓口で図面（Ａ１版）を
備え付けて公開しています。また、町ホー
ムページでも公開しています。

県では、本年３月から、河川水位や降雨量を伝える
メール配信サービス「あきた河

かわ

川メール」を開始して
います。
「あきた河

かわ

川メール」は、県内水位観測局、雨量観
測局の中から配信を希望する観測局と基準値を事前に
登録し、その基準値に達した場合にメールが届くサー
ビスです。ご自身の避難行動や離れた場所に住む大切
な方の避難の呼びかけなどにもご活用いただけますの
で、ぜひご登録のうえ、ご活用ください。
利用登録やサービスの詳細については、
県公式サイト「美の国あきたネット」をご
覧ください。

問　町住民生活課（☎︎852・5112）

五城目教室
５月12日㈮

11：00～12：30
５月27日㈯

10：00～10：30

説明会日程

自主防災組織等活動を支援します

町の一部地域が
津波災害警戒区域として指定

河川水位や降雨量などの情報を配信
「あきた河

かわ

川メール」をご活用ください

昨年度実施の際には、避難訓練、避難所の開設・運営訓練
などを行いました。

五城目教室でも、くもんの先生を
引き継いでいただける方を
探しています!


